
【資料５】　第３回及び第４回報告書において指摘した長期化要因の継続的検証

【図１】　争点整理実施率（民事第一審訴訟）

30.9 

38.9 
42.5 

45.1 
47.3 48.1 49.3 

52.4 
55.8 

53.4 

59.5 

69.5 74.1 
76.4 77.8 79.4 81.1 

83.2 83.3 

77.3 

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

平成

23年

平成

24年

平成

25年

平成

26年

平成

27年

平成

28年

平成

29年

平成

30年

令和

元年

令和

２年

（％）

欠席判決で終局した事件を除いたもの

審理期間が６月を超えるもの



【資料５】　第３回及び第４回報告書において指摘した長期化要因の継続的検証

事件数
訴え提起から

第1回口頭弁論
(月）

第1回口頭弁論
から人証調べ開

始(月）

人証調べ開始か
ら人証調べ終了

(月）

人証調べ終了か
ら口頭弁論終結

(月）

口頭弁論終結
から判決言渡し

（月）

合計
(月）

16,851 2.2 11.9 0.5 2.1 1.9 18.6

16,776 2.3 12.4 0.5 2.0 2.0 19.1

16,803 2.3 12.5 0.4 2.0 2.0 19.1

16,624 2.3 12.7 0.4 1.9 1.9 19.3

15,872 2.4 12.9 0.4 2.0 2.0 19.6

15,559 2.4 13.3 0.3 1.9 2.0 19.9

15,034 2.5 13.5 0.3 1.9 2.0 20.3

14,569 2.6 13.8 0.3 1.9 2.1 20.6

13,744 2.8 14.0 0.3 1.9 2.1 21.2

13,053 2.9 14.5 0.3 1.8 2.2 21.7

10,758 3.1 15.2 0.3 2.0 2.3 22.8

【表２】　人証調べを実施して判決で終局した事件における各手続段階の平均期間の状況
　　　　　（民事第一審訴訟）

平成27年

平成25年

平成26年

平成22年

平成23年

平成24年

令和元年

令和２年

平成29年

平成30年

平成28年
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【図３】　人証調べを実施して判決で終局した事件における審理期間別の各手続段階の平均期間の状況
　　　　　（民事第一審訴訟）
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※　準備的口頭弁論手続又は弁論準備手続を実施していない事件を除く。

【図４】　審理期間別の平均争点整理期日回数（民事第一審訴訟）
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平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年

※　判決言渡し期日として１期日を考慮した上で算出した。

【図６】　対席判決で終局した事件の平均期日間隔（民事第一審訴訟）

【図７】　対席判決で終局した事件の平均期日間隔（民事第一審訴訟）
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平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年

民事事件に
関するもの

3,890 3,569 3,065 2,824 2,825 2,575 2,433 2,212 2,058 1,820

行政事件に
関するもの

182 131 171 130 152 159 119 131 123 138

合計 4,072 3,700 3,236 2,954 2,977 2,734 2,552 2,343 2,181 1,958

【表８】　文書提出命令申立件数
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【図９】　人証調べを実施して判決で終局した事件における鑑定の有無別の各手続段階の平均期間の状
　　　　　況（交通損害賠償訴訟事件）
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鑑定実施 鑑定非実施

65
（0.5％）

【表１０】　鑑定の有無別の平均審理期間
　　　　　　（交通損害賠償訴訟事件）

事件数 14,441

平均審理期間（月） 34.5 13.2
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【図１１】　原告数別の平均審理期間（民事第一審訴訟）

【図１２】　被告数別の平均審理期間（民事第一審訴訟）
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【図１３】　人証調べを実施して判決で終局した事件における原告数別の各手続段階の平均期間の状況
　　　　　　（民事第一審訴訟）

【図１４】　人証調べを実施して判決で終局した事件における被告数別の各手続段階の平均期間の状況
　　　　　　（民事第一審訴訟）
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【資料５】　第３回及び第４回報告書において指摘した長期化要因の継続的検証

※　準備的口頭弁論又は弁論準備手続を実施していない事件を除く。

【図１５】　人証調べを実施して判決で終局した事件における各手続段階の平均期間の状況
　　　　　　（医事関係訴訟及び民事第一審訴訟）

【図１６】　人証調べを実施した事件における平均争点整理期日回数
　　　　　　（医事関係訴訟及び民事第一審訴訟）
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民事第一審訴訟 医事関係訴訟
医事関係訴訟

鑑定実施
医事関係訴訟
鑑定非実施

事件数 10,758 153 23 130

平均期日間隔
（月）

1.8 2.1 2.3 2.1

※　判決言渡し期日として１期日を考慮した上で算出した。

【表１７】　人証調べを実施して判決で終局した事件の平均期日間隔
　　　　　　（医事関係訴訟及び民事第一審訴訟）
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【図１８】　人証調べを実施して判決で終局した事件における鑑定実施の有無別の各手続段階の平均期間
　　　　　　の状況（医事関係訴訟及び民事第一審訴訟）

【図１９】　人証調べを実施して判決で終局した事件における専門委員の関与の有無別の各手続段階の
　　　　　　平均期間の状況（医事関係訴訟）
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平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年

証拠保全事件数 217 158 147 129 117 116 101 98 79 82 43

証拠保全
実施事件割合

24.2% 20.5% 17.9% 16.5% 15.3% 15.4% 13.5% 13.0% 10.3% 10.0% 6.6%

【表２０】　証拠保全事件数及び証拠保全実施事件割合（医事関係訴訟）
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【図２１】　鑑定に要する期間（医事関係訴訟及び建築関係訴訟）

※　鑑定採用決定から鑑定人指定については，令和元年及び令和２年を合算したデータである。
　　 また，鑑定採用決定と鑑定人指定が同日に行われた事件を除いたデータである。
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【図２２】　調停に付された事件の割合
　　　　　　（建築関係訴訟及び民事第一審訴訟）

【図２３】　専門委員関与率
　　　　　　（建築関係訴訟及び民事第一審訴訟）
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【図２４】　人証調べを実施して判決で終局した事件における各手続段階の平均期間の状況
　　　　　　（建築関係訴訟及び民事第一審訴訟）

【図２５】　争点整理手続に付された事件における平均争点整理期日回数
　　　　　　（建築関係訴訟及び民事第一審訴訟）
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※　訴額について，算定不能及び非財産権上の請求のものを除く。

※　調停に付された事件を除く。

【図２６】　人証調べを実施して判決で終局した事件における訴額別の各手続段階の平均期間の状況
　　　　　　（建築関係訴訟）

【図２７】　争点整理手続に付された事件における訴額別の争点整理期日回数（建築関係訴訟）
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※　調停に付された事件を除く。

【図２８】　訴額別の平均期日間隔（建築関係訴訟）
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建築関係訴訟 民事第一審訴訟

人証調べ実施率 22.5% 12.4%

平均人証数 0.7 0.3

平均人証数
（人証調べ実施事件）

3.2 2.7

人証調べ実施事件数 373 15,247

【表２９】　人証調べ実施率と平均人証数（建築関係訴訟及び民事第一審訴訟事件）

【図３０】　人証調べを実施して判決で終局した事件における鑑定実施の有無別の各手続段階の平均期間
　　　　　　の状況（瑕疵主張のある建築関係訴訟及び民事第一審訴訟）
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【図３１】　上訴率及び上訴事件割合（建築関係訴訟）
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※　欠席判決で終局した事件を除く。

【図３２】　合議率（労働関係訴訟及び民事第一審訴訟事件）

【図３３】　争点整理実施率（労働関係訴訟及び民事第一審訴訟）

15.7%

5.5%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

労働関係訴訟 民事第一審訴訟

73.4% 74.5% 76.1% 77.2%
79.0% 81.2% 83.2% 84.1% 86.6%

83.5%

30.9%

38.9% 42.5%
45.1% 47.3% 48.1% 49.3%

52.4%
55.8%

53.4%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

平成

23年

平成

24年

平成

25年

平成

26年

平成

27年

平成

28年

平成

29年

平成

30年

令和

元年

令和

２年

労働関係訴訟 民事第一審訴訟



【資料５】　第３回及び第４回報告書において指摘した長期化要因の継続的検証

※　欠席判決で終局した事件を除く。

※　欠席判決で終局した事件を除く。

【図３４】　平均争点整理期日回数（労働関係訴訟及び民事第一審訴訟)

【図３５】　原告の人数別の事件割合（労働関係訴訟及び民事第一審訴訟）
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【図３６】　原告人数別の平均審理期間（労働関係訴訟）

【図３７】　人証調べを実施して判決で終局した事件における原告の人数別の各手続段階の平均期間の
           　状況　（労働関係訴訟）
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人証調べ実施率

平均人証数

平均人証数
(人証調べ実施事件)

※　欠席判決で終局した事件を除く。

※　欠席判決で終局した事件を除く。

【表３８】　人証調べ実施率と平均人証数（労働関係訴訟及び民事第一審訴訟）

【図３９】　人証数別の事件割合（労働関係訴訟及び民事第一審訴訟）
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【図４０】　人証調べ実施事件における人証数別の平均審理期間（労働関係訴訟）
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総数 １人 ２人 ３人 ４人 ５人 ６人 ７人 ８人以上

11,303 1 3,012 3,134 1,830 1,000 607 379 1,340

0.01% 26.6% 27.7% 16.2% 8.8% 5.4% 3.4% 11.9%

平均審理期間（月） 12.6 2.0 11.6 13.0 13.2 12.3 13.2 13.4 13.3

平均期日回数 5.1 2.0 4.9 5.4 5.6 5.1 5.3 5.4 4.3

調停 4.7 2.0 4.5 5.0 5.1 4.6 4.8 4.5 4.1

審判 0.4            - 0.4 0.5 0.5 0.4 0.4 0.9 0.2

平均期日間隔（月） 2.5 1.0 2.4 2.4 2.4 2.4 2.5 2.5 3.1

事件数

【表４１】　遺産分割事件の当事者数別の平均審理期間，平均期日回数及び平均期日間隔

  必ずしも一致しない。
※　端数処理の関係で，平均調停期日回数と平均審判期日回数の合計は，全体の平均期日回数とは
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総数 1000万円以下
1000万円超

5000万円以下
5000万円超
1億円以下

1億円超
5億円以下

5億円超
算定不能

・不詳

5,846 2,033 2,504 656 369 37 247

34.8% 42.8% 11.2% 6.3% 0.6% 4.2%

平均審理期間（月） 14.7 11.7 14.5 18.8 24.4 30.5 15.4

平均期日回数 6.7 5.0 6.5 8.9 11.7 17.7 7.2

調停 5.9 4.5 5.8 7.9 9.9 14.0 6.7

審判 0.7 0.5 0.7 1.0 1.8 3.6 0.4

平均期日間隔（月） 2.2 2.3 2.2 2.1 2.1 1.7 2.1

※　調停成立又は審判認容により終局した事件の数値である。
※　端数処理の関係で，平均調停期日回数と平均審判期日回数の合計は，全体の平均期日回数とは必ずしも一致しない。

なし あり 不詳

5,846 4,609 513 724

78.8% 8.8% 12.4%

平均審理期間（月） 14.7 13.8 21.0 16.3

平均期日回数 6.7 6.2 9.9 7.3

調停 5.9 5.6 7.5 6.9

審判 0.7 0.6 2.4 0.4

平均期日間隔（月） 2.2 2.2 2.1 2.2

※　調停成立又は審判認容により終局した事件の数値である。
※　端数処理の関係で，平均調停期日回数と平均審判期日回数の合計は，全体の
   平均期日回数とは必ずしも一致しない。

０件 １件以上

5,832 5,700 132

97.7% 2.3%

平均審理期間（月） 14.8 14.4 28.8

平均期日回数 6.7 6.5 13.1

調停 5.9 5.8 9.5

審判 0.7 0.7 3.7

平均期日間隔（月） 2.2 2.2 2.2

※　端数処理の関係で，平均調停期日回数と平均審判期日回
   数の合計は，全体の平均期日回数とは必ずしも一致しない。

※　調停成立（「分割しない」を除く。）又は審判認容により終局
   した事件の数値である。

事件数

事件数

総数
寄与分の定め

【表４２】　遺産分割事件の遺産額別の平均審理期間，平均期日回数及び平均期日間隔

事件数

【表４４】　遺産分割事件の寄与分の定めの有無別の
　　　　　　平均審理期間，平均期日回数及び平均期
　　　　　　日間隔

【表４３】　遺産分割事件の特別受益の考慮の有無別の平均審理
　　　　　　期間，平均期日回数及び平均期日間隔

総数
特別受益の考慮
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事件の種類 合議事件 単独事件 合計
合議事件
割合

民事第一審訴訟 6,790 115,959 122,749 5.5%

審理期間
合議事件
割合

総数 6,790 115,959 122,749 5.5%

６月以内 561 8.3% 61,791 53.3% 62,352 50.8% 0.9%

６月超１年以内 883 13.0% 26,245 22.6% 27,128 22.1% 3.3%

１年超２年以内 2,093 30.8% 21,604 18.6% 23,697 19.3% 8.8%

２年超３年以内 1,725 25.4% 4,969 4.3% 6,694 5.5% 25.8%

３年超５年以内 1,258 18.5% 1,286 1.1% 2,544 2.1% 49.4%

５年を超える 270 4.0% 64 0.06% 334 0.3% 80.8%

【表４５】　合議事件の割合（民事第一審訴訟）

【表４６】　審理期間別の合議事件の割合（民事第一審訴訟）

合議事件 単独事件 合計
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庁名 新受件数 管内弁護士数 一人当たりの事件数

東京地管内 36745 20,258 1.8
新潟地管内 853 287 3.0
大阪地管内 14528 4,718 3.1
函館地管内 177 54 3.3
広島地管内 2096 607 3.5
福井地管内 420 117 3.6
金沢地管内 651 172 3.8
名古屋地管内 7876 2,039 3.9
高松地管内 723 184 3.9
山形地管内 407 103 4.0
旭川地管内 325 79 4.1
松江地管内 353 85 4.2
仙台地管内 1957 471 4.2
高知地管内 376 90 4.2
甲府地管内 540 128 4.2
和歌山地管内 614 145 4.2
岡山地管内 1756 410 4.3
長崎地管内 686 159 4.3
長野地管内 1107 255 4.3
札幌地管内 3536 812 4.4
盛岡地管内 451 102 4.4
釧路地管内 360 80 4.5
秋田地管内 346 76 4.6
富山地管内 560 120 4.7
熊本地管内 1321 282 4.7
大分地管内 745 159 4.7
佐賀地管内 503 107 4.7
前橋地管内 1455 306 4.8
横浜地管内 8094 1,695 4.8
山口地管内 855 176 4.9
松山地管内 802 165 4.9
神戸地管内 4754 978 4.9
福岡地管内 6737 1,373 4.9
青森地管内 561 114 4.9
鹿児島地管内 1122 221 5.1
静岡地管内 2563 503 5.1
徳島地管内 460 90 5.1
京都地管内 4186 813 5.1
鳥取地管内 349 67 5.2
奈良地管内 963 176 5.5
福島地管内 1105 200 5.5
水戸地管内 1730 300 5.8
千葉地管内 4889 829 5.9
さいたま地管内 5351 903 5.9
那覇地管内 1630 273 6.0
宇都宮地管内 1366 228 6.0
宮崎地管内 825 136 6.1
大津地管内 965 155 6.2
岐阜地管内 1296 207 6.3
津地管内 1357 194 7.0
合計 133,427 42,201 3.2

弁護士数が300人以上の地域

弁護士数が100人未満の地域

※　弁護士数は，令和２年４月１日現在の数値である。

【表４７】　各地裁管内別の弁護士一人当たりの新受件数（民事第一審訴訟事件）


